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令和８年 第３回 高鍋町農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時  令和８年３月３０日（月） 午後２時から 

２．開催場所  高鍋町役場 第３会議室 

３．出席委員  農業委員         ６名 

        農地利用最適化推進委員  ６名 

  農業委員 

   １番  橋口 昌央  ３番  上野 光正  ５番  松井 正一郎 

   ６番  永友 薫   ７番  坂元 洋子  会長  坂本 弘志 

  

  農地利用最適化推進委員 

   １番  宮越 美秋  ２番  久保田 伸博 ３番  山本 浩司 

   ５番  小原 拓也  ７番  坂本 幸   ８番  加藤 重利 

 

４．欠席委員  農業委員  １名 

   ２番  幸妻 正浩 

 

５．議事日程 

 第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

 第２  会期の決定（別記のとおり） 

 第３  諸報告 

 第４  議案第１３号  農地移動適正化あっせん事業について 

 第５  議案第１４号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 第６  議案第１５号  農用地利用集積等促進計画の承認について 

 

６．事務局職員  事務局長  杉 英樹   事務局長補佐  小澤 宏之 

         係  長  金城 朋子  主  査    𠮷田 竜人 

 

（開会１４時００分） 

 

［事務局］ 

それでは、会議の進行を坂本会長、よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

ただいまから、令和８年第３回高鍋町農業委員会総会を開会いたします。 
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これから、本日の会議を開きます。 

本日は、農業委員は６名が出席です。 

農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立してお

ります。 

農地利用最適化推進委員は、６名が出席です。 

なお、２番、幸妻正浩委員から、欠席届が提出されております。 

本日は、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定に該当する案件がござい

ます。 

議案討論の際に申しあげますので、よろしくお願いします。 

 

これより、議事に入ります。 

日程番号１、議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。 

高鍋町農業委員会会議規則第１２条第１項の規定による議事録署名委員につ

きましては、議長指名とさせていただきます。 

本日の議事録署名委員には、６番、永友薫委員、７番、坂元洋子委員を指名

いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の小澤宏之局長補佐を指名いたしま

す。 

 

日程番号２、会期の決定につきましては、別記のとおり、本日３月３０日、

月曜日の１日間といたします。 

 

日程番号３、諸報告を事務局に求めます。 

 

［事務局］ 

はい。まず、３月の業務報告について、でございます。 

４日から１９日まで「町議会 定例会」が開催されております。 

１３日に「地域計画（案）の意見聴取にかかる協議」ということで、防災セ

ンターの２階で、皆さんに集まっていただきまして開催しております。 

２６日に「西都児湯管内農業委員会会長・事務局長合同会議」が開催されて

おります。 

２７日に「高鍋町防災会議」が開催されました。 

 

３月の総会関係になりますけども、１８日と２３日が現地調査で、本日が総

会となっております。 



3 

 

続いて、４月の業務計画です。 

１日に「辞令交付式」があります。 

２８日に「行政事務連絡員会」が開催されます。 

 

総会関係になりますけど、２２日が現地調査で、２８日が総会となります。 

総会終了後に「高鍋町農業経営改善等対策会議」が開催されますので、よろ

しくお願いいたします。 

計画と報告は以上です。 

 

３ページを御覧ください。 

県進達経過報告です。 

令和８年２月２７日、農業委員会総会承認分です。 

まず、農地法第４条申請です。 

○○○○さんの住宅敷地の件、○○○○さんの農家住宅敷地の件は、令和８

年３月１７日付けで、許可となっています。 

次に、農地法第５条申請です。 

○○○○と○○○○さん、○○○○さんの宅地分譲の件は、令和８年３月１

７日付けで、許可となっています。以上です。 

 

４ページをお開きください。 

「農地法第３条の３（相続等による権利移動）について」です。 

１番 所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ３，３５６㎡ ほか３筆 計５，８９１㎡ 

所有者 ○○○○ 

届出人 ○○○○ 

 

相続による所有権移転、１件となっております。以上です。 

 

５ページをお開きください。 

「農地法第１８条の規定による合意解約の通知について」です。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ほか２１筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   ○○○○ 

 

６ページに移ります。 
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２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ほか３筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ほか３筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田  

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

８ページになります。 

６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ほか３筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

７番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ほか３筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

１０ページになります。 
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１０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか４筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか４筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

１２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか３筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ほか８筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１２ページになります。 

１４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ほか２筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか３筆 

 貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１７番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか２筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１４ページになります。 
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１８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

２０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ほか１筆 

貸付人   ○○○○ ほか１名 

借受人   ○○○○ 

 

１６ページになります。 

２１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 

貸付人   ○○○○ 

借受人   ○○○○ 

 

続きまして、１７ページをお開きください。 

「農業経営基盤強化促進法による使用貸借契約の合意解約届出書について」

です。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

以上です。 

 

［議長］ 

ただいまの報告、２ページから１７ページについて、御意見、御質問はござ

いませんか。 

それでは、質問等がないようですので、以上で諸報告を終わります。 
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日程番号４、議案第１３号「農地移動適正化あっせん事業について」を議題

とします。 

農地移動適正化あっせん事業実施要領９のアの規定による申し出について、

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。１８ページをお開きください。 

議案第１３号「農地移動適正化あっせん事業について」です。 

１番 令和８年２月２５日 売渡しの申し出です。 

申出者   ○○○○ 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ３６２㎡ 

 

申し出のそれぞれの地図について、１９ページから２１ページに記載してお

ります。 

以上、この申し出につきまして、あっせん委員の指名をお願いいたします。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、あっせん委員の指名をいたします。 

１番 売渡し申し出     担当委員 ２番 久保田伸博 推進委員 

順番委員 ８番 加藤 重利 推進委員 

 

よろしくお願いします。 

 

日程番号５、議案第１４号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。２２ページをお開きください。 

議案第１４号「農地法第３条の規定による許可申請について」です。 
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１番 使用貸借権 

所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 １，２５０㎡ ほか１３筆 計１７，４７８㎡ 

渡し人 ○○○○ 

受け人 ○○○○ 

 

この件につきまして、担当委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

３番。 

 

［３番］ 

はい。説明させていただきます。 

農地法第３条の規定による再申請ということで、２２ページの字○○と字○

○と字○○の、１４筆が該当するものであります。 

場所はまず、２５ページの中程を見ていただきますと、この中心を通ってい

るのが県道○○線なのですが、○○を過ぎて北に進むと○○があると思うので

すけど、○○から○○に約３００ｍ進んで、○○に向かって県道を右折し、１

５０ｍぐらい行ったところに１０筆あります。 

この図面でグリーンの線が引いてあるところですけど、両端に１０筆あるの

ですが、道路を挟んで左右それぞれ５筆ずつありまして、現地は畦直しがし

て、１枚ずつにしてあります。 

もう１枚の＊＊＊＊番＊については、北の方になるのですけど、○○○○氏

の自宅のすぐ近くで、すべて耕運がしてありました。 

２６、２７ページなのですけど、○○があります。２４ページを見ていただ

きますと、○○のため池があるのですが、北側に１筆、西側に２筆あるのです

が、２６ページの２筆、グリーンで囲ってあるのが字○○で、麦が植えてあり

ました。 

２７ページが、字○○で＊＊＊＊番＊になります。 

現地は、苗床のようでございました。 

この案件はすべて○○○○と、貸渡人の○○○○さん個人が農地法第３条に

より、使用貸借で契約しているものを契約が満了したということで、再度１０

年間、更新するための再申請であります。 

従って使用貸借なので、賃料はございません。以上、説明を終わります。 
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［議長］ 

推進委員から、補足することがありましたらお願いします。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、上野委員の説明に、付け加えることはございません。以上で

す。 

 

［議長］ 

事務局から、補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。２８ページをお開きください。 

農地法第３条調査書を付けております。 

農地法第３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると

考えられます。 

本件の権利取得及び周辺の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障

は生じないものと考えられます。以上です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件、原案のとおり許可することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって本件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

２番 所有権移転 有償 

所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ９７３㎡ 

渡し人 ○○○○ 

受け人 ○○○○ 

 

この件につきまして、担当委員より御説明をお願いいたします。 
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［議長］ 

はい。私が担当になりますので、この場から説明させていただきます。 

○○○○さんから、○○○○さんへの有償による所有権移転です。 

３０ページを御覧ください。 

この図で見ますと、左側の方なのですけども、そこに○○がありまして、そ

のすぐ北側の赤い斜線で囲ったところです。 

面積は９７３㎡。 

○○○○さんから○○○○さんに、農地を売って欲しいとの話があり、○○

○○さんが了承されたとのことです。 

○○○○さんは、認定農家です。 

そして申請地は、水稲を栽培されるとのことです。 

金額は１０ａ当たり○○○○円で、総額は○○○○円です。以上です。 

 

推進委員から、補足することがありましたらお願いします。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番。坂本会長の説明に、何ら付け加えることはございません。以上

です。 

 

［議長］ 

事務局から、補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。３２ページをお開きください。 

農地法第３条調査書を付けております。 

農地法第３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると

考えられます。 

本件の権利取得及び周辺の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障

は生じないものと考えられます。以上です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件、原案のとおり許可することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 
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よって本件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

日程番号６、議案第１５号「農用地利用集積等促進計画の承認について」を

議題とします。 

まず、所有権移転です。 

１番から２番まで、２件の案件については、関連がありますので、一括して

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

説明します。３３ページになります。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか５筆 ３，４２９㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

続きまして２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか５筆 ３，４２９㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

幸妻委員が欠席ですので、代わりに説明いたします。 

公社の特例事業、即売りタイプを利用した、○○○○さんから○○○○さん

への有償移転です。 

○○○○さんは○○在住で、ピーマンや水稲などを生産されている、○○で

認定を受けている認定農業者です。 

申請地は、○○、○○、○○。 

県道○○線を○○側に進み、○○を取り過ぎたところの両側に点在する農地

です。 

備考欄にもありますように、隣接する農業用道路も含めて、○○○○さんへ

の公社からの対価として○○○○円。公社への○○○○さんからの対価は○○

○○円です。以上です。 
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事務局、担当委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 

 

［３番］ 

確認なのですけど。 

 

［議長］ 

どうぞ。 

 

［３番］ 

○○で認定されていれば、高鍋では自動的になるのですかね。 

 

［事務局］ 

高鍋町では認定を受けていないので、そこが何に変わってくるのかという

と、特例事業を使うときに、手数料決めるときに、２％なのか２．５％なのか

というところが違ってくるので、○○で認定を受けていても、高鍋で認定を受

けていなければ、広域でもなければ、広域とは、○○、高鍋とか指定されたど

ちらも取っていますよ、でもなければ、一般として支援事業じゃなく２.５％

になってくるので、○○で認定を受けていても、高鍋町で申請されていなけれ

ば、高鍋町の認定農家とはなりません。 

 

［３番］ 

これは、○○○○さんが払われるということですよね。 

 

［事務局］ 

○○○○さんのこの金額が、説明では○○○○円、○○○○さんが払うのは

○○○○円なので、イコールでないというのは、○○○○さんの○○○○円の

中には２．５％の手数料が含まれたので、契約、計画という形になるので、金

額はあくまでイコールにはならない、ということになります。 

なので、質問の回答としては、○○で認定を受けていても、高鍋町に申請を

していなければ認定農家とはならない。 

何が違うかというのは、手数料のパーセンテージが変わるということです。 

 

［３番］ 

認定は受けられたのですか。 
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［事務局］ 

認定は今のところ受けていないので、一般として受けています。 

高鍋にも今後、農地を持たれるので、今後、広域の認定申請をされると変わ

ってくるとは思いますけど、この売買のときには高鍋の認定を受けていないの

で、あくまで一般です。 

 

［３番］ 

はい。分かりました。 

 

［議長］ 

それでは、ほかに何か質問はないでしょうか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

採決につきましては、１件ずつ採決することといたします。 

１番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 

よって１番の案件については、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 

２番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 

よって２番の案件については、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 

次の３番から４番まで、２件の案件については、関連がありますので、一括

して事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。３４ページになります。 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか２１筆 １８，１８８㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 
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続きまして４番になります。 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか２１筆 １８，１８８㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番、説明いたします。 

農業振興公社の特例事業の即売りタイプで、農地中間による所有権移転でご

ざいます。 

出し手の○○○○さんから公社が買い取り、それを○○○○さんが買い受け

るものでございます。 

申請地は、○○の○○なのですけども、○○の跡地がございます。その東側

に○○があるのですけども、そこのすぐ東側に、ずっと２２筆が連なってござ

います。 

現状は、もう早期水稲が植えてありました。 

○○○○さんは、水稲を中心に、白菜、キャベツなどを栽培される認定農業

者でございます。 

対価は１８，１８８㎡で、上のほうでは○○○○円と書いてありますけど

も、○○○○さんが実際に公社に支払うのは、○○○○円だそうです。以上で

す。 

 

［議長］ 

事務局、担当推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございません。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

採決につきましては、１件ずつ採決することといたします。 

３番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 



15 

 

よって３番の案件については、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 

４番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 

よって４番の関係については、原案のとおり承認することといたします。 

 

次に、貸借権設定です。 

１番の案件につきましては、受け人が、久保田伸博推進委員、本人である案

件でありますので、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定により、久保田

伸博推進委員は、この案件に関する議事に参与することができません。 

久保田伸博推進委員は、退室をお願いいたします。 

 

【久保田伸博推進委員 退室】 

 

それでは、引き続き１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いし

ます。 

 

［事務局］ 

はい。３７ページをお開きください。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ８０６㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   久保田 伸博 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

３番。 

 

［３番］ 

はい。説明をさせていただきます。 

農地中間による利用権の設定ということでございます。 

○○○○さんから、公社を通して久保田伸博氏への賃貸借契約になります。 

場所は○○というところで、県道の○○線にある○○がありますけども、そ
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れと○○の信号を南に行くと、高鍋町の○○とか、○○がありますが、そこの

排水を跨いで、すぐのところにあります。 

写真で見せてもらったのですけど、３筆に分かれた真ん中の土地が、今回の

申請地なのですけども、現地は３筆が１枚になっておりました。 

当事者の久保田さんにお伺いしたところ、両端は既に久保田さんが耕作され

ているそうです。 

耕運されて、既に水が張ってありました。 

賃貸借契約は５か年間で、賃料は８０６㎡で○○○○円です。 

１０ａ当たり約○○○○円になるそうです。 

久保田推進委員は、中鶴地区を中心に、水稲とか飼料稲、玉ねぎ等を幅広く

生産されています。以上、よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

事務局、担当委員の説明が終わりましたが、御意見、御質問はございません

か。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって本件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

久保田伸博推進委員は、席へお戻りください。 

 

【久保田伸博推進委員 入室】 

 

それでは、次の２番から２３番まで、２２件の案件について、順次、説明を

行った後に、一括して採決したいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

それでは、異議がないようですので、順次、説明を行った後に、一括して採

決することといたします。 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ２，０７６㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介しての賃貸借契約です。 

申請地は、○○地区の○○から道なりに東の方へ行くと、十字路があり、そ

こを右折して南へ２００ｍぐらい行った、道路左下の農地になります。 

○○は、甘藷、水稲、○○を生産される認定農業者です。 

現地を確認したところ、きれいに耕運されていました。 

期間は４年１０か月で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円。以上です。 

 

［議長］ 

３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか１筆 ２５８１㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 
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［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの公社を介しての賃貸借契約です。 

申請地は、○○から道なりに東の方へ行くと十字路があり、そこを右折して

南へ３５０ｍぐらい行ったところを左折しまして、そこから更に１５０ｍぐら

い行ったところの農地になります。 

＊＊＊＊番と＊＊＊＊番＊は、１枚になっておりました。 

○○○○さんは、キャベツ、白菜、水稲を生産される認定農業者です。 

現地を確認したところ、きれいに耕運されていました。 

期間は１０年間で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。３８ページになります。 

４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか３筆 ３，１５３㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介しての使用貸借権契約です。 

申請地は、○○地区の○○、横の道を南へ４００ｍ行き、突き当りを左折し

て更に２００ｍ行くと、○○橋の手前に農地があります。 

○○の＊＊＊＊番＊、＊、＊が３筆ありますが、１枚になっておりました。 

そこから更に南へ１００ｍぐらい行くと、右手に○○の資材置き場があり、

そこから１５０ｍ行ったところの右手の１枚目、２枚目の奥が○○の＊＊＊＊

番＊の農地です。 
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○○○○さんは、水稲、甘藷を生産されています。 

現地を確認したところ、どちらも代かきがされていました。 

期間は１５年間です。以上です。 

 

［議長］ 

５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか３筆 ５，２７８㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの農地中間による使用貸借契約です。 

場所は、○○、○○です。 

○○から○○線に進みます。左へ、○○地区へ進み、○○がある道を進みま

すと十字路があり、それを左に４０ｍぐらい行ったところの右側に、＊＊＊＊

番＊と＊＊＊＊番＊があり、代かきが済んでおりました。 

○○の＊＊＊＊番＊と＊は、○○を左折し、右側にある畜舎を過ぎるとＴ字

路があります。左へ５０ｍぐらい進みますと、左側下にあります。 

代かきが済んでおりました。 

○○○○さんは、水稲、甘藷などを生産されております。 

期間は１５年ということです。以上です。 

 

［議長］ 

６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか４筆 ５，６５３㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの農地中間による物納での貸借契約で、

場所は○○と○○です。 

○○のそばに○○があります。山沿いの道を進むと、すぐ東側に＊＊＊＊番

＊があり、更に進むと＊＊＊＊番＊が右側にあります。 

その道を更に進むと、山側に○○があります。その東側に＊＊＊＊番＊と＊

が１枚になってありました。 

＊＊＊＊番＊は、○○から５０ｍぐらい進み、十字路を左へ１００ｍぐらい

進んだ左側にありました。 

いずれも、きれいに耕運してありました。 

○○○○さんは、水稲、ほうれん草などを生産されている認定農業者です。 

賃料は１０ａ当たり籾○○ｋｇで、期間は１０年間ということです。以上で

す。 

 

［議長］ 

７番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

７番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 １，３６２㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 
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［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの農地中間による賃貸借契約です。 

場所は、○○です。 

○○のところから、○○線を２０ｍぐらい進んで左折すると、○○に行く道

があります。○○のところから１００ｍぐらい進みますと、＊＊＊＊番＊が左

手下にあります。 

代かきがしてありました。 

○○○○さんは、水稲、甘藷、白ネギを生産されている認定農業者です。 

賃料は１０ａ当たり○○○○円で、期間は５年間ということです。以上で

す。 

 

［議長］ 

８番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。４０ページになります。 

８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ６０１㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの農地中間による使用貸借契約で、場所

は○○です。 

＊＊＊＊番は、○○と○○の間の道を、○○の駐車場の方に進みます。その

駐車場の続きにありました。 
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代かきがされておりました。 

○○○○さんは、水稲、甘藷などを生産される農業者です。 

期間は１５年ということです。以上です。 

 

［議長］ 

９番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか５筆 ２８，４２８．７７㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

各担当の推進委員、委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。 

○○○○さんから、息子さんの○○○○さんへの農地中間による使用貸借契

約で、場所は○○です。 

○○○○さんの自宅の西側にありまして、家庭菜園のような感じでありまし

た。 

期間は１０年間ということです。以上です。 

 

［議長］ 

はい。それでは、私から説明します。 

○○○○さんから、○○○○さんへの農地中間管理事業での利用権設定で

す。 

申請地は、○○、○○、○○で、○○の北側、及び○○から東九州自動車道

に沿った北側に位置します。 

親子間ですので、使用貸借契約です。 

○○○○さんは、○○を生産される認定農業者です。 

期間は、令和８年６月１日からの１０年間ということです。以上です。 
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１０番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ほか４筆 ８，３３９㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

はい。○○○○さんから、○○○○さんへの農地中間管理事業での利用権設

定です。 

申請地は、○○と○○で、○○の北側、及び○○の南に位置しております。 

○○○○さんは、水稲、甘藷等を生産されています。 

該当地では、甘藷を生産される予定です。 

使用貸借契約で、期間は令和８年５月１日からの１５年間ということです。

以上です。 

 

１１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ５，５３４㎡ 

 渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

はい。説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの農地中間管理事業での利用権設定で

す。 

申請地は○○で、○○の東側に位置しております。 

甘藷を生産されます。 

使用貸借契約で、期間は令和８年５月１日からの１５年間ということです。
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以上です。 

 

１２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。４２ページになります。 

１２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか３筆 ２，６８７㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○さんへの農地中間による貸借権設

定でございます。 

申請地は、○○の○○○○さんのハウスがあるのですけども、すぐそこの西

側、舗装されている農道があるのですけども、そこを挟んですぐ横に４筆とも

並んでございました。 

現状は、きれいに耕運されていました。 

○○○○さんは、水稲、白菜、キャベツなどを生産される農業者でございま

す。 

期間は５年で、１０ａ当たり賃料は玄米で○○ｋｇだそうです。以上です。 

 

［議長］ 

１３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 １，０５１㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 
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担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○さんへの農地中間による貸借権設

定でございます。 

申請地は、先ほど説明しましたところの、すぐ横になるのですけども、西側

になります。 

ここもきれいに耕運されていました。 

○○○○さんの詳細は、先ほど説明したので省きます。 

期間は５年で、賃料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

１４番の案件について、事務局の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ７７０㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○さんへの農地中間による貸借権設

定でございます。 

申請地は、これも先ほど説明した、すぐ南側にございます。若干１段下がっ

てはいるのですけども、すぐ横でした。 

ここもきれいに耕運されていました。 
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○○○○さんは、キャベツ、白菜、水稲などを栽培される農業者でございま

す。 

期間は５年で、使用貸借なので賃料はございません。以上です。 

 

［議長］ 

１５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ４７５㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○さんへの農地中間による貸借権設

定でございます。 

申請地は、またこれも同じになるのですけども、先ほど説明したところの１

枚、南側に細い田んぼがあるのですけども、そこを越えると農道がございまし

て、その農道を超えた南側にあります。 

ここもきれいに耕運されていました。 

○○○○さんの詳細は、省かせていただきます。 

期間は５年で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

１６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１６番の前に、タイトルを見ていただくと分かりますように、（機構・受け

手間契約）となっております。 

前ページまでは一括契約でした。所有者から公社の契約と、公社から耕作者
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の契約の一括での契約です。 

４４ページからは、所有者から公社の契約は、以前の契約をそのまま活かし

たまま、今回、公社と耕作者の、この部分の耕作者変更に伴う、公社と耕作者

の契約の部分になってきます。説明をしておきます。 

 

１６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか３筆 ３，０９９㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

農地中間による貸借権の設定です。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介して賃貸借の契約です。 

○○○○さんは、水稲、キャベツ、白菜などを生産されています。 

今回の申請は、以前の契約を継続するものです。 

申請地は、県道○○線に○○に架かる○○があり、そこから○○の方に向か

うと１５ｍほどのところに、○○地区に向かう町道を５０ｍぐらいの左右に田

んぼがあります。 

植代が減っていました。 

＊＊＊＊番と＊＊＊＊番の２筆は、その田んぼから東に１５０ｍのところで

した。 

既に稲が植えてありました。 

期間は４年８か月で、年間１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

１７番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

１７番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか３筆 ２，５０９㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介して賃貸借の契約です。 

申請地は、以前の契約を継続するものです。 

申請地は、県道○○線に○○に架かる○○から、○○に向かうこと２０ｍほ

どの県道沿いの北側の田んぼです。 

稲苗が植えてありました。 

それから４０ｍのところに＊＊＊＊番＊と＊の田んぼがあり、そこも稲苗が

植えてありました。 

期間は４年２か月で、年間１０ａ当たり玄米で○○ｋｇです。以上です。 

 

［議長］ 

１８番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか８筆 ３，１９９㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 
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［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんへ賃貸借の契約です。 

申請地は、○○の北側の、○○の後ろ側の建物の、３０ｍぐらいのところの

２か所の田んぼです。 

左右合わせて○○○○＊＊＊＊番ほか８筆ありますが、２枚にして田んぼが

植えてありました。 

期間は３年４か月で、対価は１０ａ当たり玄米で○○ｋｇです。 

現地を確認したところ、田植えがしてありました。以上です。 

 

［議長］ 

１９番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか２筆 ９７７㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんに賃貸借の契約です。 

申請地は、県道○○線に○○の交差点があり、そこから５ｍぐらい○○の方

に行くと、○○方面に行く道路があります。そこを西方向に向かうこと２００

ｍぐらいのところに、南に行く農道があります。その農道を２０ｍぐらい行っ

たところの田んぼです。 

既に稲苗が植えてありました。 

期間は４年８か月で、年間１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 
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［議長］ 

２０番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

２０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか２筆 ５，０４５㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。 

公社から、○○○○さんへの以前の契約を継続するものです。 

賃貸借契約で、場所は○○と○○です。 

○○から西へ２０ｍぐらい進んで左折し、○○の裏の十字路を左折します。

５０ｍぐらい進んだ左側に、＊＊＊＊番＊と＊が一体となってありました。 

牧草が植えられておりました。 

○○の＊＊＊＊番＊は、○○線にある○○から、８０ｍぐらい進んでＴ字路

を左に進みますと、１５０ｍぐらいの左側にあります。 

代かきをされておりました。 

○○○○さんは、水稲、キャベツ、白菜を生産されております。 

賃料は１０ａ当たり○○○○円で、期間は５年１か月ということです。以上

です。 

 

［議長］ 

２１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

４６ページになります。 
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２１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ３，０９９㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。 

先ほど説明いたしましたので、○○○○さんの詳細は省略させていただきま

す。 

賃貸借契約で、場所は○○にあります。 

○○から西方面に進みますと、○○があります。 

４０ｍぐらい進むと、＊＊＊＊番＊が右側にあります。 

少し水が溜まり、代かき前でありました。 

賃料が１０ａ当たり○○○○円で、期間は５年１か月です。以上です。 

 

［事務局］ 

２２番の説明にいきます。 

２２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ２，０６６㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。 

同じ○○○○さんなので、省略させていただきます。 

賃貸借契約で、場所は○○です。 

先ほど説明いたしました、＊＊＊＊番＊の西隣の上の段に、＊＊＊＊番＊は



32 

 

あります。 

牧草が植えられておりました。 

賃料は１０ａ当たり○○○○円で、期間は５年１か月ということです。以上

です。 

 

［議長］ 

２３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

２３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ２，３２２㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番、説明いたします。 

公社から、○○○○さんへの農地中間による賃貸借設定でございます。 

申請地は、○○前の１０号線を右に○○方面に１５０ｍほど下りて行くと、

左へ入って行く農道がございます。そこをずっと道なりに下りていくと突き当

たりがあり、そこにカーブミラーがあるのですけども、そこを左に２００ｍほ

ど行った道路沿いの右側に申請地がございます。 

現状は、草が生えていました。 

○○○○さんは、ズッキーニ、ピーマン、水稲などを栽培される認定農業者

でございます。 

期間は５年１か月で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

事務局、担当推進委員の説明が終わりましたが、御意見、御質問等はござい

ませんか。 
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［５番］ 

ちょっといいですか。 

 

［議長］ 

はい、どうぞ。 

 

［５番］ 

自分が不勉強なもので、ちょっと疑問に思ったことがあり、随意契約の場

合、契約期間は５年とか１０年とか１５年とか今回出ましたけど、これは、個

人で選べるのでしょうか。 

基準があるのでしょうか。 

 

［事務局］ 

契約期間は、所有者さんと耕作者さん間で、５年、１０年と決まっていない

のですけど、農地中間があまり短い期間というのは、もう受付けなくなってい

るので５年以上です。 

 

［５番］ 

その関連で、個人情報が分からないから推測ですけど、１５年で契約したい

という人の年齢、仮に御高齢の場合、例えば２０年で契約しますと言って、そ

れで妥当性はあるのでしょうか。 

 

［事務局］ 

そこは、耕作者さんともお話して、１５年でと言われれば、それで。 

 

［５番］ 

納得するしかないということですか。 

 

［事務局］ 

極端な話、亡くなられれば、相続人とやり直しというだけなので。 

 

［５番］ 

そうなりますよね。 
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［事務局］ 

今回、出ていた分の使用貸借であった１５年というのは、娘さんの御主人な

ので、親子間みたいな使用貸借です。 

○○○○さんと○○○○さん、娘さんの旦那さんが○○○○さんなので。 

そこは承知の上で、１５年ということで、長期でされています。 

 

［５番］ 

分かりました。 

 

［議長］ 

はい。そのほか、何か質問はないでしょうか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

２番から２３番まで、２２件の案件について、一括して採決することといた

します。 

２番から２３番まで、２２件の案件について、原案のとおり承認すること

に、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって２番から２３番まで、２２件の案件については、原案のとおり承認す

ることに決定いたしました。 

 

以上で、本日の議案の審議、すべてを終わりました。 

これをもちまして、令和８年第３回高鍋町農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

 

（閉会１５時１０分） 


